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103  高齢者の人権に関する法的拘束力のある文書（LBI）の
一般的な枠組み、構成、および指針となる原則に関する
国内人権機関世界連盟(GANHRI)の意見書[footnoteRef:1] [1:  GANHRIは、GANHRI高齢者人権作業部会の議長および副議長である韓国国家人権委員会とポーランド人権委員会のリーダーシップと調整に深く感謝するとともに、本報告書の作成および承認にあたり、以下のメンバーから寄せられた貴重な貢献に謝意を表す：アルバニア人民擁護官、オーストラリア人権委員会、 カメルーン人権委員会；コロンビア国民擁護院；クロアチア・オンブズウーマン；キプロス行政・人権保護委員；エチオピア人権委員会；フィンランド国内人権機関；ジョージア公設弁護人事務所；ドイツ人権機関；ギリシャ国内人権委員会；グアテマラ人権検察局；インドネシア国内人権委員会（Komnas HAM）； ケニア国内人権委員会、ノルウェー国内人権機関；フィリピン人権委員会；スロベニア共和国人権オンブズマン；スウェーデン人権機関；タイ国内人権委員会；ウガンダ人権委員会；ウクライナ議会人権委員；英国平等・人権委員会。] 

2026年4月22日

I. はじめに

1. 国内人権機関（NHRIs）[footnoteRef:2] は、国連パリ原則に従って設立された独立した機関である。NHRIsは、国家、市民社会、権利保有者の間の接点において独自の立場を占めている。監視、助言、苦情解決機能を含む独立した任務を通じて、また権利保有者との直接的な関与を通じて、NHRIsは、国内での実施に根ざしつつ、国際人権枠組みに対して説明責任を果たすという視点を持ち込む。 [2:  https://ganhri.org/nhri/ ] 


2. 本意見書は、意見募集において提示された3つの質問、すなわち、法的拘束力のある文書（LBI）の包括的枠組み、その中核的な指針原則、およびその全体的な構成と設計枠組みについてとりあげる。本意見書は、高齢者に関する政府間作業部会（IGWG）によるLBI起草プロセスに資するものである。 

3. 本意見書は、NHRIsによる過去の声明、報告、研究、高齢者のすべての人権の享受に関する独立専門家による報告書、およびOHCHR（人権高等弁務官事務所）の報告書に大きく依拠している[footnoteRef:3]。また、韓国国家人権委員会が作成した「高齢者に関する条約草案」およびGAROPのディスカッションペーパーも参考資料となっている。さらに、ニューヨークにおける高齢化に関するオープンエンド作業部会（OEWGA）で提示された分析および資料の重要性を強調する。  [3:  OHCHR、『高齢者に関する国際人権法の規範的基準に関する2012年分析的成果研究の更新』、第11回会期、国連総会高齢化問題に関するオープンエンド作業部会（2021年）； https://social.desa.un.org/sites/default/files/owega/documents/eleventh/OHCHR%20HROP%20working%20paper%2022%20Mar%202021.pdf  
国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）、高齢者の人権の促進および保護に関する国際法上の規範的基準および義務、国連文書 A/HRC/49/70（2022年1月20日）、 www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4970-normative-standards-and-obligations-under-international-law  ] 


II. 法的拘束力のある文書（LBI）に関するNHRI共同提案

A. 包括的枠組み

4. 我々は、現在の高齢者の人権に対する国際的な保護がバラバラであり、それが保護の格差や法的不確実性につながっていると認識する。そしてこの認識を、LBIの枠組みの出発点とすることを提言する。高齢者は、内面化されたもの、対人関係的なもの、制度的なものを含むエイジズム（年齢差別）に起因する体系的な人権上の課題に加え、生涯を通じて経験する不平等の累積的な影響にしばしば直面している。 
5. LBIの枠組みは、高齢者が社会に対して引き続き行っている計り知れない貢献を認識すべきである。さらに、高齢化への世界的な人口動態の変化、高齢化の女性化、ならびに気候変動、デジタル化、および人工知能（AI）の利用拡大がもたらす人権への影響を認識すべきである。 
6. LBIは、既存の（しかしバラバラな）国際的・地域的人権枠組みと整合性を持ち、それらを基盤とすべきである[footnoteRef:4]。それは、既存の権利の範囲を縮小すべきではなく、現行の人権条約や国際協定における高齢者の権利に関する保護の空白を補完し、あるいは解決すべきである[footnoteRef:5]。また、人権が高齢者にどのように適用されるかを明確にし、人権に年齢制限がないことを明確に強調するとともに、高齢者や高齢化に関する偏見を助長することを避けるべきである （参照：ICCPR(市民的政治的権利規約)、ICESR(経済的社会的文化的権利規約)、CRPD(障害のある人の権利条約)）。 [4:  「高齢者の人権の保護に関する米州条約｣(2015年);｢アフリカの人権と諸民族の権利に関する憲章の高齢者の権利に関する議定書｣(2016年）]  [5:  マドリード高齢化に関する国際行動計画（MIPAA）（2002年）] 


7. 我々は、LBIのアプローチが変革的なものであることを期待する。LBIは、加齢が人生の自然な一部であり、「高齢」が社会的構築物であることを認めるべきである。LBIは、多くの文脈において、暦年齢に基づくアプローチが不適切かつ不十分であることを認識すべきである。社会が年齢や加齢に対して与える定義や解釈は、法律、政策、社会的態度という形で、固定観念や偏見を助長する可能性がある。LBIで認められる権利が、健康や緩和ケアに過度な重点を置くことなどを通じて、高齢者や高齢化に関するエイジズム（年齢差別）の前提を永続させないようにする必要がある。したがって、包括的な枠組みであるLBIは、福祉中心の文脈から、高齢者を、市民的・政治的権利および経済的・社会的・文化的権利のすべてを差別なく享受する権利の完全な保有者として認めるという文脈への、強制力のあるパラダイムシフトを確立しなければならない。 
8. 新たな枠組みにおいては、高齢の解釈が、個人、社会、文化、先住民族の文脈によって異なることを認識すべきである。高齢の女性、障害のある高齢者、高齢の移民、LGBTQI+の高齢者、先住民族コミュニティの高齢者、あるいは貧困状態にある高齢者は、しばしば複合的・交差的差別や権利侵害に直面している。この交差性は、新たな枠組みにおいて明確に認識されるべきである。 
9. さらに、LBIでは、もっぱら裁量的な支援やケアの提供に依拠するアプローチを超え、あらゆる人権を尊重し、保護し、実現し、促進するという国家の義務を明記することを提言する。実施にあたっては、あらゆる関連する意思決定への高齢者、国内人権機関、および関連する市民社会組織の参加、確固たるデータと可視化の義務、国内人権機関がその任務およびパリ原則に従って効果的に参加できる独立した監視・報告メカニズム、ならびに国家と非国家主体間の国際協力を通じて、その実施が保証されなければならない。

B. 中核的原則 

10. 高齢者の人権を効果的に尊重、保護、実現するための LBI を支える基盤として、以下の原則を推奨する。これらの原則は、既存の人権を再確認するとともに、さらなる規範的発展が必要な体系的な欠落を特定し、それに対処する役割を果たす。

· すべての人間に固有の尊厳は、年齢を理由として、損なわれたり、侵害されたり、否定されたりしてはならないという認識。
· 年齢を差別の禁止事由として認識し、地域社会や社会におけるエイジズムに対処する措置が必要であるという認識。 
· 高齢者の自律、独立、主体性を認識すること。これには、人生のあらゆる段階において、自らの選択や決定を行う権利が含まれる。社会における高齢者の役割、経験、知識、貢献を認める。 
· 社会および公共の意思決定への高齢者の完全かつ効果的な参加と包摂。
· 交差的アプローチ。必要に応じて具体的な措置を講じ、複合的・交差的差別に対処し、ジェンダー平等を含む実質的な平等を確保する。 
· 高齢者の多様性、および、複合的・交差的差別にさらされている人々の状況の認識。そこには、高齢女性、障害のある高齢者、先住民族や少数派に属する高齢者、災害、危機、武力紛争の状況にある高齢者、LGBTQI+の高齢者などが含まれる。 

11. 指針原則に関するIGWGの今後の実質会合における議論は、本提出文書に列挙された原則に限定されるべきではなく、地域社会および社会の貴重な一員としての高齢者の人権を尊重、保護、実現するために最も適した新たなアプローチを探求する姿勢を持つべきである。 

C. 構造と枠組み 

12. 明確性、一貫性、および有効性を確保するため、法的拘束力のある文書は、単なる権利の羅列にとどまらず、行政上および司法上の両面での執行可能性を促進するような構造化された設計枠組みを採用することを推奨する。その枠組みは、以下の主要な構成要素に整理することができる：前文、目的、適用範囲、概念および定義：前述の一般的な枠組みおよび指針に基づき、文脈を確立する。

13. 前文においては、LBIの目的、価値観、規範的決意を明確に表明し、高齢者の固有の尊厳、自律、平等を肯定するとともに、エイジズムおよび年齢に基づく差別を、人権の享受に対する構造的な障壁として明確に認識することを推奨する。新条約の変革的な性格を確保するためには、権利に基づく表現を用い、高齢者を福祉の受動的な受益者、あるいはケアを必要とする集団としてはっきりと描写することを避けることが極めて重要である。

14. LBI全体に適用される締約国の一般的義務については、以下の構成を提案する：

· 尊重：エイジズムに基づく法律・慣行を撤廃し、差別的な対応を停止する
· 保護：非国家主体（雇用主、ケア事業者、金融機関、デジタルプラットフォーム（tech platform））を規制・監視し、搾取・虐待を防止するとともに、高齢者を保護する法律・政策を採択する
· 履行：制度とサービスの構築（社会保護の最低基準、地域社会に根ざした支援、意思決定支援、シェルター、法的支援）
· 司法への実効的なアクセスと法的支援の提供
· 参加、エンパワーメント、説明責任の保障：
· データ収集、監視、実効的な救済措置、および定期的な見直しを義務付ける
· 促進：権利保有者および義務を負う者に対する人権教育や研修などを通じて、高齢者が自らの権利を理解し、行使し、享受できるよう、積極的な措置を講じる。 

15. 本条約は強制力をもつべきであり、その適切な実施のための実践的な基盤を提供すべきである。LBIは、監視機関（すなわち、高齢者の権利に関する委員会）を含む、強固な制度的・手続き的仕組みを確立することが重要である。LBIの報告、監視、実施、およびフォローアップの仕組みには、以下を含むがこれらに限定されない：
· 実施プロセスにおける、国内人権機関、関連する市民社会組織、および高齢者自身の有意義な参加。 
· パリ原則およびそれぞれの機関の任務に基づき、監視、実施、およびフォローアップにおいて国家人権機関（NHRIs）が適切な役割を果たすこと。 
· 高齢者の多様性を反映するだけでなく、その権利を効果的に促進・保護するための、公式の分類されたデータの収集、分析および普及。このため国家統計当局およびその他の関連機関に明確な役割を付与する。
· LBIに組み込まれた個人苦情申立手続。
· 定期的な報告を義務付ける締約国報告メカニズム。
· 明確な執行およびフォローアップのメカニズム。
· 新しい LBI に基づき、新たな課題に対応し、能力構築と研究を行い、グッド・プラクティス優良事例を共有するための、国際協力の明確な役割。

16. LBI の策定の後半段階では、上記と同様に重要な以下の手続きについても審議すべきである。 
· 署名、批准、および加盟
· 発効
· 留保
· 脱退
· 改正

III. 結論

17. 法的拘束力のある枠組みの確立は、現行制度が提供する断片的な保護を超え、高齢者のライフコース全体にわたる尊厳を確保するための歴史的な機会である。国際的な人権基準と国内でのその実施を橋渡しする独立機関として、国内人権機関（NHRIs）は、LBIの起草プロセス全体を通じて貢献し続けることを約束する。我々は、LBIが高齢者の実体験に基づいて策定されるべきであることを強調する。この目的のため、我々は、起草のあらゆる段階において、高齢者、国内人権機関、および市民社会組織の完全かつ有意義な参加を求める。

18. 意見提出の準備期間が短く、また要請文の質問が非常に難しかったことを踏まえ、IGWG議長に、今後の要請では意見提出の準備期間を長くするよう要請したい。また、今後の起草プロセスの明確なスケジュールと議題を提示し、特に草の根レベルでの市民社会や高齢者を含む、関係者の包括的な関与を可能にするよう要請する。これは、本プロセスにおける高齢者の有意義な参加を確保するために極めて重要である。
19. 我々は、包括的かつ変革的な法的拘束力のある枠組みを実現するため、IGWGおよびすべての関係者との継続的な連携を期待している。 

　（翻訳・佐藤久夫、鈴木靜）
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